
2主 たる 事 務 所

、 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者

の 氏 名

〔事務担当者の氏名〕　吉成元英吉成元英

、

嵐.[
_ノ,

第7号 様式(第9条 関係)

(その1)収 支 報 告 書

平 成25年 分

(平成 年 月 日開催分)

・謝　税理士による根本匠後援会 政 治 団 体 の 区 分

//

藍 壁 瞬欝 町8-1璽 蝋聾 会館熊田耕治

□ 政 党

目 魏 寮翻 体
口 政治資金規正法第18条 の2第1項 の規定による

謹 講 政治団体/ ,
□ その他の政治団体の支部

強

蒲生博基

藍 活 動 区 域 の 区 分

/

資金管理団体の指定の有無 □2以 上の都道府県の区域等
団 同一の都道府県の区域内 ノ

資金管理団体の届
出をした者の氏名

□ 有 感 無/

公職の種類
〔電話〕

/

・○滋A42933尋

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第19条 の7第1項 第1号 に係る

嘱難灘 鞭癖轡
、

解讐噸 狸 杢 羅
資金 管理 団体の指 定の期 間

3

(収受印)

ユ

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

聾鍵癒 (選管使用欄) 公職の繍 藻 蕎 蛋 蓋 量

糊 団 体 番 号 審査 入力記帳 備 考
国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

董264望4

嚇痔鐡 3895 E] 口 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

?
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V
、
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,

(その2)収 支 の 状 況

1収 支の総括表

収 入 総 額
備 , 百万

ケ 夕 2
千

/ 7
円闇

7 /

/

/

(前年 からの繰越額) 戻 o 皮 / 夕 k
(本 年 の 収 入 額)

♂ ゆ z 0 ∂ ぐ
支 出 総 額

ノ 2 ダ 女 / 0
翌 年 へ の 繰 越 額

反 7 3 7 6 7
2収 入項目別金額の内訳

'

(1)個 人の負担する党費又は会費

金 額
十億 百万 千 円 鄭

員 数

蛍

(2)寄 附

ア 寄附(イを除く。)の区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附
十億 百万 千 円

(う ち 特 定 寄 附)

(イ)法木 そ の 他 の 団 体 か らの 寄 附

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附
v 8 0 0 o 0 0

小 計(ア)+(イ)+(ウ)
ぐ o 0 0 0 0

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合 計(ア+イ) ノ 0 ρ o ρ 0

■



≧

(し ＼
～ 、一!♂

(そ の3).

,

■

9

(3)機 関 紙 誌 の発 行 そ の 他 の事 業 による収 入

事 業 の 種 類 金 額 備 考

績縄 参、
十億 百万

歪
千

z 0 0
円

0 宝藪2璽G昼2強 獄eoo口x醜

聾蒔戯 駄 堅 蛭 詰 、し歳 ツ

■

,こ の 頁 の 小 計 査 7 o 0 0

合 計 穿 7 〃 0 0

'

、
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魎
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層
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髄

騨臣
●

・

・

ロ

k
囑

9

髄

} 軸

ノ

■

曜

姻
,

逆 ●

十
・

弓

曾 く
.

.

弩
Q

ρ

亀
Q

超

瞭
巳

●

寵

ぐ

e

e

埋

来

志

,

・てδ

㌦e

e

Ψ

§
轄

、

,

・

■

巳

凪

Q

月

巨二

擬

9
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'
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.

即 .
9
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1

(その7)

し 、

(7)寄 附 の 内 訳 . 寄附者の区分 政 泊樹体
寄附者の氏名(団体にあっては、その名称) 金 額 年 月 日 住 所(団 体にあっては、主たる事翻 の所在地) 職 業(団 体にあっては、代諸 備 考

灘 瀬縫な藪継 懸
十億 百万

虚 0
千

o

口

0
,

o
円.

0 2貰12、虹 費 藪 童 翫&-lo.

の氏名)

馳

'

こ の 頁 の 小 計 y o /) o 00
そ の 他 の 寄 附

合 計 マ ∠20 o 00



＼_、 _ノ' P

(その13)覧
3支 出 項 目 別 金 額 の 内 訳

(1)支 出 の 総 括 表

項 目 金 額 '備 考

1経 常 経 費
(1)人 件 費

十億 百万 千 円 ,

(2)光 熱 水 費

(3)備 品 ・消 耗 品 費

(4)事 務 所 費

経常経費小計

2政 治 活 動 費
(1)組 織 活 動 費

● 反 6 女 女 / 0
績絃 爬 羅 ㌃鰍 浦 い奉糠 馬 、編 ㊥

聾患後膿会 、驚 淋 δ ム
(2)選 挙 関 係 費

一

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費
ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業登

エ その他の事業費

小 計((3)ア ～ エ)

(4)調 査 研 究 費

(5)寄 附 ・交 付 金

(6)そ の 他 の 経 費 d ∠ 0 0 0 意纏窟錘 豊酬
政治活動費小許 よ ♪, 5 女 / o /

合 計 反 2 夕 衡 ∠ 0 /



≧

一,一 ジ

(そ の15) .

0

6

、

(3)政 治 活 動 費 の 内 訳
.

項目別区分 組 織 落 騎 鷲(盛)

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受}儲 の氏名(団体にあっては、 支出を受けた者の住所(団体にあっては、主たる事務所φ所在地) 備 考

総」皇
十億 百万

/ .汐

千

よ 0 o
円 一

〇 7験 、2

その名称)

いマ"趨紙 墜 》蟄恥壷 墨 ラヨ と /ノ

9

●

吻

.

1

、

8

この 頁 の 小 計 / 6 よ 0 o o
◎

そ の他 の 支 出 a 女 o

合 計 ノ ろ, 図 み 々 つ



・
＼ 、一ノ

(そ の15)

、

(3)政 治 活 動 費 の 内 訳 囎 別区分 組 織 薄 輸 養(渋 外 襲)

/ダ

支出の目的 金 額 年 月 日 畑 を受胱 者の氏名(団体にあっては、 支出を受けた者の住所(団体にあっては、主たる事務所め所在地) 備 考

融 報麟 会穰
十億 百万

ノ ㌻ o o

円

0 酉;、 町

その名称)

埜 聴後鑑塗 登癖 茎葉酬o-14/
/

!ノ 2 ρ 0 0 z貰33 轍 尋《癬 漏 い鹸 串瞭 蔓尋町 之一2!
〆

マン飴潔 獅 蔭 裁 0 o 0 0 之既 遭黙轟鱗曲 喬 疇 蕃 薫 贈「〔。一一14「1
/

'

θ 父 o 0 o ρ z巽糖
,し

掻 フナう4'

'

韓 鰍 届区軸 恥 一2一に1言
/

の擶 ム繍 3 ・タ 9 女 0 薮謙
ノ

懲 田 麹 魯 塗 蒔 紮 糠1一 も一2し
/

1

この 頁 の小 計 / o o 2 女 o

そ の他 の支 出 6 3 0

合 計 / o / ゆ 7 0
'



、、一'、
_'

(そ の15) .

♂

、

(3) .政 治 活 動 費 の 内 訳 囎 別区分 芝 へ 硬 へ 経 養('窒 奮 報 悪ト1)

支出の目的 金 額 年 月 日 畑 を受}儲 の酩(団体にあって1ま、 支出を受けた者の住所(団体にあっては、主たる事務所φ所在地) 備 考

獣濃蕩虚監査
備 百万

父
千

∠ 0 0

円

0 苓繋o

その名称)

磁懸 施聾 去 趣 壷蝿 魁倒 一B千
'

/

・

一

、

この 頁 の 小 計 戻 / 0 グ 0

そ の他 の 支 出

合 計 鼠 / 0 o 0



　

(その17)

資 産 等 の 状 況

1資 産 等 の 総 括 表

資 産 等 の 有 無
,

資 産 等 の 項 目 別,区 分 有 無 備 考

ア 土 地 口 団

イ 建 物 口 団
ウ 建 物 の所 有 を 目的 とす る地 上 権 又 は土 地 の貸 借 権 口 団
工 取 得 の 価 額 が100万 円 を 超 え る動 産 口 団

オ 預金(普 通預金及び当座預金を除く。)若しくは貯金(普 通貯金を除く。)又は郵便貯金(通 常郵便貯金を除く。) 口 団

力 金 銭 信 託 口 団

キ 有 価 証 券 口 団

ク 出 資 に よ る 権 利 口 団

ケ 貸 付 先 ご との 残 高 が100万 円 を超 える貸 付 金 口 団
コ 支 払 わ れ た 金 額 が100万 円 を超 え る敷 金 口 団

サ 取得 の価額 が100万 円を超える施設 の利用 に関す る権利 口 団

シ 借 入 先 ご と の 残 高 が100万 円 を 超 え る 借 入 金 口 団
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(そめ20)

宣 誓 童
日

,

1

'

添 付 書 類(別 添 の と お り)

1領 収書等の写し

2監 査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

3政 治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

平成 之6年4凋 ㌢ 日

政治団体の名称 繭tlこ お 壕 範 後 磯 含

会計責任者の氏名 蒲 注 博茎幽
胃響 ニノ

代 表 者 の 氏 名
'

㊥

(解散の場合のみ記載)

(備考) 1 「会計責任者 の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

2 解散に伴う収支報告書の場合 については、代表者であった者の記名押印又は署名が必要であり、署名は必ず代表者本人が 自署 すること。



政治資金監査報告書/

平成26年3月 訓 日ノ

税理士による根本匠後援会 ピ

代表 熊田 耕治 殿 ∠
/

,'一'噌一、

灘 治資鑑 査人力 募 巣鵡,
登 録 番 号 第1510号 、

研 修 修 了 年 月 日 平成20年12月5日 ・

1 監査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下 「法」とい う。)第19条 の13第1項 の規定に基づきピ

税理士による根本匠後援会の平成25年1月1日 か ら平成25年12月31日 までの法第1
' 2条 第1項 に規定する報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領

収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書(以 下 「会計帳簿等の関係書類」

とい う。)に ついて、支出に関す る政治資金監査を行 った。z

(2)こ の政治資金監査 は、法第19条 の13第2項 に定めるところによ り政治資金適正化

委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下 「政治資金監査マニュア

ル 」 とい う。)に 基 づ き行 った。!

(3)私 の責任は、外部性を有する第三者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作

成 した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査

を行った結果 を報告することにある。/

(4)こ の政治資金監査は、税理士に よる根本匠後援会の主たる事務所 において行ったヴ

2 監査の結果

(、襟 犠 騰 鋳解鯉 鏡崖丁蟻 謙 払 計騰 明糖 領収書
等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書奪及び振込明細書が保存 されていち、

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規定す る事項 について、会計帳簿 には、当該国会議

員関係政治団体に係 るその年における支出の状況が記載され、かっ、当該国会議員関係

政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。/

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定する事項について、法第12条 第1項 に規定す

る報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かった支 出の明細書等及

び振込明細書に基づいて支出の状況が表示 され ていた。/

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定する事項について、領収書等 を徴 し難 かった支

出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載 されていた。/

3 業務制限

税理士による根本匠後援会 と私 との間には、法第19条 の13第5項 の規定に違反する

事実はない。`
また、税理士による根本匠後援会 と政治資金監査の業務を補助 した使用人その他の従業

者 との間においても、同様 である。

以 上

"


